
■ 医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職
員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインス
リン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

入居継続支援加算（Ⅰ）36単位／日
入居継続支援加算（Ⅱ）22単位／日

【算定要件】
○ （１）又は（２）のいずれかに適合し、かつ、（３）及び（４）のいずれにも適合すること。

(４) 人員基準欠如に該当していないこと。

※入居継続支援加算（Ⅱ）においては、
５％以上15％未満であること。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化ー

告示改正

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し

（１）①～⑤を必要とする入居者が
15％以上（※）であること。
①口腔内の喀痰吸引
②鼻腔内の喀痰吸引
③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
⑤経鼻経管栄養

（２）①～⑤を必要とする入居者と⑥～⑧に該当す
る入居者の割合が15％以上（※）であり、かつ、
常勤の看護師を１名以上配置し、 看護に係る責
任者を定めていること。

⑥尿道カテーテル留置を実施している状態
⑦在宅酸素療法を実施している状態
⑧インスリン注射を実施している状態

（３）介護福祉士の数が、常勤換算方法で、
入居者の数が６又はその端数を増すご
とに１以上であること。

（新設）

変更なし
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■ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、
現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常
の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化－

配置医師緊急時対応加算の見直し 告示改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【単位数】
＜現行＞ ＜改定後＞

配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算
なし 配置医師の通常の勤務時間外の場合 325単位/回（新設）

（早朝・夜間及び深夜を除く）
早朝・夜間の場合 650単位/回 早朝・夜間の場合 650単位/回
深夜の場合 1,300単位/回 深夜の場合 1,300単位/回

■ 介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定
める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。

また、１年に１回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における
対応方法の変更を行わなければならないこととする。

＜緊急時等の対応方法に定める規定の例＞
○緊急時の注意事項
○病状等についての情報共有の方法
○曜日や時間帯ごとの医師との連携方法
○診察を依頼するタイミング 等

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し 省令改正

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

医療と介護の連携の推進－高齢者施設等と医療機関の連携強化－
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